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区  分 概   要 
１．個別検討事項 港湾統計作成用データの提供方法等の変更 

２．現行仕様 ・船会社・船舶代理店がＮＡＣＣＳへ登録したデータを基に、港湾統計作成用データとして管理
資料情報（「K04 輸入貨物データ」「K05 輸出貨物データ」「K06 仮陸揚貨物データ」）を作
成している。 

 
・上記管理資料は、関係者の同意を得たうえで、「みなと総合研究財団（ＷＡＶＥ）」経由で港
湾管理者（７港湾）へ提供を行っている。 

 
３．見直しの経緯 
（利用者の要望等） 

① ＷＡＶＥ経由による提供を廃止することにより、ＮＡＣＣＳと個別に接続する外部システム
の対象が減少することとなり、運用・管理に要する経費の負担軽減、また、システム的にもリ
スク低減に繋がることとなる。 

 
② 管理資料情報（港湾統計作成用データ）について、港湾管理者から収集条件等の一部見直し
について要望がある。 

 
４．次期仕様 ① 港湾統計用データの提供方法について、港湾管理者に対し直接提供する方法を採用する。 

  また、現行対象港以外の港湾における利用についても検討する。 
 
② 管理資料情報（港湾統計作成用データ）の収集条件等について検討を行い、データの精度向
上を実現する。 

 

   ＮＡＣＣＳが配信している「港湾統計作成用データ」の提供方法について、第６次ＮＡＣＣＳからは 
港湾管理者への直接配信に変更し、併せてデータの精度向上等の改善を実施する。 

１. 港湾統計作成データに係る検討課題について（第11回合同ＷＧ提案済み） 
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同意、取得方法の簡素化 

主なポイント 
・同意書の廃止 
・統計データの精度向上（配信タイミングの見直し等） 
・港湾管理者への直接配信 

次期における港湾統計配信イメージ図 

２. 港湾統計作成データの提供方法の変更について（第11回合同ＷＧ提案済み） 
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課 題 要望の概要 検討結果 可否 ＷＧ 

１．貨物量の桁ずれ 「輸入貨物情報訂正（ＳＡＩ）」業務等に
よって訂正された情報は港湾統計データに反
映していない。 

ＳＡＩ業務等の貨物訂正業務を実施した際、当
該訂正内容を管理資料に反映する。 ○ 第11回 

２．品目の不適切な入 
 力及び品種コードの 
 漏れ 

代表品目番号及び港湾統計用品目番号に入力
漏れが多い。また、品目には品種コードを特
定する事ができないような文字列が入力され
ている。 

輸出については、少額申告の場合で代表品目が
入力された場合に管理資料に反映する。 
 輸入については、ＡＭＲで登録された品目
コードを管理資料に反映する（ただし、在来貨
物、ＰＬコンテナは ＡＭＲ対象外）。 

○ 第11回 

３．同意書の入手 同意書がなければ配信できない。 現在同意されている利用者については、新たに
同意を得ることはしないこととする。新規に利
用者となる船会社、船舶代理店からの同意の意
思表示は、簡素に行えるよう検討を行う。 

○ 第11回 

４．港情報の漏れ ＮＡＣＣＳで入力される港情報と、港湾統計
で必要な港情報の定義が異なっている。 

輸入空コンテナについてはＭＦＲ業務により登
録された船積港等（任意項目）を反映する。 
なお、輸出空コンテナについては、利用者側へ
の影響が大きいため現状通りとする。 

○ 
一部 第17回 

５．仕出港コードの配 
 信について 

配信されている港湾統計データには、仕出港
の情報が配信対象となっていないため、トラ
ンシップなどの情報を把握することができな
い。 

「出港前報告（ＡＭＲ）」業務及び「出港前報
告訂正（ＣＭＲ）」業務により登録された仕出
港コードを反映する（ただし、在来貨物、ＰＬ
コンテナは ＡＭＲ対象外）。 

○ 第17回 

６．空コンテナの漏れ 空コンテナについては、登録が必ずしも実施
されていない。 

空コンテナの仮陸揚処理の追加に伴い、品名・
代表品目番号・港湾統計用品目番号を固定値と
して下記の管理資料に反映する。 
・「港湾統計用輸入貨物データ（Ｋ０４）」 
・「港湾統計用仮陸揚貨物データ（Ｋ０６）」 

○ 第17回 
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港湾統計サブＷＧにて、港湾管理者等からの要望事項に係る検討結果は以下のとおり。 

３. 港湾統計作成データにかかる収集条件の見直し（１） 



課 題 要望の概要 検討結果 可否 ＷＧ 

７．実入りコンテナが 
 空コンテナとして配 
 信 

「ＣＹ搬入情報訂正（ＣＹＣ）」業務にお
いて「マニュアル輸出許可済貨物」で登録
されたコンテナは貨物情報とリンクしてい
ないため情報が収集できない。 

利用者への影響が大きく、システム対処は難し
いことから現状どおりの配信とし、精度向上の
ため各港において利用者へ協力を求める。 × 第11回 

８．コンテナ管理者の 
 空白が多い 

「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務において、
積コンテナリスト提出不要なコンテナ（Ｓ
ＯＣコンテナ等）を登録する場合、コンテ
ナ特例法に基づくコンテナ管理者の入力は
不要でありその入力を不可としているため、
港湾統計データへの編集時に空白となる。 

システムでの対処が難しいため、現状どおりの
配信とする。 
 ※ ＮＡＣＣＳデータとマニフェスト（紙）の突
き合わせは、船会社コードにより運送者の特定が可
能。 

× 第11回 

９．実入りコンテナの 
 容積トン（㎥）が未 
 入力 

ＣＹＣ業務において「マニュアル輸出許可
済貨物」で登録されたコンテナは貨物情報
とリンクしていないため、情報が収集でき
ない。 

利用者への影響が大きく、システム対処は難し
いことから現状どおりの配信とし、精度向上の
ため各港において利用者へ協力を求める。 × 第11回 

10．配信漏れデータ 輸出及び仮陸揚データにおいては、船会社
による「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務時
点で収集対象となるが、ＣＣＬ業務がシス
テム上は必須業務ではないため、ＣＣＬ業
務が行われないケースがあると想定される。 

システム対処は難しいことから現状どおりの配
信とする。 

× 第11回 

11．内航船のＦＥＥ 
 ＤＥＲ輸送について 

内航船のＦＥＥＤＥＲ輸送について、コン
テナ船明細書を毎月港湾管理者へ提出して
いる。ＮＡＣＣＳの情報を活用できればこ
の作業を省略できるのではないか。 

システム改修費用の発生、また、各港運用が異
なるため必要な情報を網羅することが困難であ
ることから、実施しないこととする。   × 第11回 
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３. 港湾統計作成データにかかる収集条件の見直し（２） 
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